
社会的孤立防止・市民スポーツ活動・伝統継承活動・不登校児・更生保護・人権擁護・多文化共生・防災減災・障がい者福祉・ＤＶ被害支援・ひきこもり・難病者支援・ホームレス支援・

権利擁護成年後見・待機児童・病後院内教育・外国人支援・環境保護・ゴミ問題　　　　　　　　　　　　・薬物依存・自殺防止・交通安全・アニマルセラピー・食生活改善・摂食障害支

援・難病者支援・地域環境美化活動・福祉マップ・盲導犬聴導犬育成・女性自　　　　　　　　　　　　　立・町内会活動・多世代交流・地域のお祭り・消防団・個人情報・ＩＣＴ推進・

まちづくり・生活保護・高齢者支援・くらし・生業活動・就労支援・トランス　　　　　　　　　　　　　　・里山保全・ＳＤＧｓ・ＬＧＢＴ・廃校・スマホ・創業・持続化給付金・ＺＯＯＭ

第 2の公民館・　　　　　　インクルーシブデザイン・ハウスレス・教育・　　　　　　　　　　　　　　　　放課後児童クラブ・デジタルデバイド・ＮＰＯ・ユーチューブ・子ども食堂・

オープンデーター　　　　　　・訪問、集合型学習・リユース・課題のみえる化　　　　　　　　　　　　　・広報力・価値の言語化・食材配達・第 3の居場所・eコマース・コロナ・市民

人口減少・小がゅこうの　　　・統廃合・東日本大震災・教育格差・情報格差　　　　　　　　　　　　　　・公民館の役割　（2020 年市役所 de かふぇで参加者から発言されたキーワード）

郡山市役所食堂脇会議室（本庁舎１階）

無料（事前申込制）

定　員

Vor.２
（全 6 回）

はじまり　午後 3時 30分～おわり　午後５時 00分

私たちが暮らす社会の「こうなったら良い」を
みんなで解決する方法を考える「場」
誰しも暮らしやすい社会にするために、多様な主体が丸ごとつながる「場」

7.16

私たちの暮らしや社会をより豊かにしていくためには、一人ひとりが抱える社会課題や疑問を共有し解決方法を一緒に考え、

みんなで課題を解決する市民参加のまちづくりが必要とされています。市民活動とは① 自分の意思で（主体性）② 営利を

目的としない（非営利性）③ 地域が抱える課題や問題に取り組む（公益性）もので、継続的な活動を指します。

市民活動交流サロン

来場 10 人程度 ※定員に達し次第申し込みを終了致します。

金



アクセス ※ 諸事情により会場が変更になる場合があります）

 

【重要】　新型コロナウイルスへの対策とご参加者に際してのお願い

　※参加者が特定でき（名簿作成）、基本的な感染対策（入退場時の制限や誘導・密集の回避・

　　室内の換気などの三つの密を徹底的に避ける、人と人との距離の確保、マスクの着用、手指

　　衛生）を徹底したうえで実施します。ご参加にあたり出発前に必ず検温をし、体調に不調が

　　みられる場合にはご参加をお控えください。

郡山市役所食堂脇会議室

（福島県郡山市朝日一丁目 23 番 7 号）

WEB 申込

市役所 de かふぇ参加申込

FAX
E-mail

以下を申込みます。（必要な項目にチェック☑を付けてください。）

□　手話通訳　(要約筆記の必要な方はご相談ください）

団体名称

参加者名

連絡先

メール

フリガナ

TEL( 携帯） FAX

関心があることは何ですか

所属団体名


